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本日の委員会に付した案件 

 議案第４９号 令和３年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

開  会   ９時２６分 

閉  会  １３時５６分 



○委員長（金子恵委員） 

おはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務厚生常任委員会を開

会します。 

昨日に引き続き、議案第４９号令和３年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題とします。本日は、ただいまより財政課の審査に入っていきたいと思います。

本案について提案理由の説明を求めます。 

荒木課長。 

○財政課長（荒木秀一君） 

皆様おはようございます。それでは財政課所管分につきまして御説明をいたします。

それでは事項別明細書、初めに歳入からでございますが、１８、１９ページをお願いい

たします。２款１項１目地方揮発油譲与税でございます。２,６７４万７,０００円、前

年比では７４万９,０００円、２.９％の増額でございます。続いて２款２項１目自動車

重量譲与税７,６４７万４,０００円、前年比では８３万４,０００円、率にして１.１％

の増額でございます。次に３款１項１目利子割交付金３２４万８,０００円、前年比７２

万４,０００円、１８.２％の減額でございます。それから、４款１項１目配当割交付金

２,４４６万９,０００円、前年比では１,０２８万１,０００円、７２.５％の増額でござ

います。２０、２１ページになります。５款１項１目株式等譲渡所得割交付金３,０８２

万１,０００円、前年比では１,２６８万３,０００円、６９.９％の増額。次に６款１項

１目法人事業税交付金２,０９１万２,０００円、前年比１,２２４万６,０００円、１４

１.３％の増額でございます。７款１項１目地方消費税交付金８億９,０２０万７,０００

円、前年比では８,２４７万７,０００円、１０.２％の増額。８款１項１目環境性能割交

付金５５６万８,０００円、前年比では２７万６,０００円、４.７％の減額でございます。

９款１項１目地方特例交付金４,０６３万１,０００円、前年比１９６万５,０００円、４.

６％の減額。９款２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金１,

７５７万６,０００円でございます。こちらは新規でございまして、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けた事業者等が所有いたします償却資産及び事業用家屋に係る固定資

産税等の軽減相当額につきまして、国が補填したものでございます。続きまして２２、

２３ページをお願いいたします。１０款１項１目１節普通交付税２６億５５０万６,００

０円、前年比４億７,８３６万２,０００円、２２.５％の増額でございます。これは基準

財政需要額が増加し、基準財政収入額は減少、前年度対比ではその差が広がったことに

よりまして、交付税が増加しております。次に、１０款１項１目２節特別交付税７,１０

４万４,０００円、前年比２２５万円、３.３％の増額でございます。１１款１項１目交

通安全対策特別交付金３９３万８,０００円、前年比６５万１,０００円、１４.２％の減

額でございます。次に４０、４１ページをお願いいたします。１６款１項２目１節利子

及び配当金のうち、財政調整基金運用収入１４万９,３５６円、前年比９万１,５５２円、

率にして３８.２％の減額でございます。減債基金運用収入２万４,８２２円、前年比３



万２,９０８円、５７％の減額。次に土地開発基金運用収入６９９円、前年比２,８４７

円、８０.３％の減額でございます。続いて４２、４３ページをお願いいたします。１７

款１項７目ふるさと長与応援寄附金、総額では１億２,３４５万１,３２５円、前年比で

は２,７２０万１,３２５円、２８.３％の増額でございますが、このうち財政課所管は町

長おまかせコース４,９１０万２,０００円でございます。充当先は、３款１項１目の子

ども医療費へ３,２７３万５,０００円、それから１０款２項１目小学校管理費、校舎整

備工事費に９１２万９,４００円及び１０款３項１目中学校管理費、運動場と校舎の整備

工事費に合わせて７２３万７,６００円充当をしております。次に４４、４５ページをお

願いいたします。１８款２項１目財政調整基金繰入金５億６,８７９万７,０００円、前

年比では８,６３５万１,０００円、１７.９％の増額でございます。１９款１項１目繰越

金、５億９９７万５,９０７円、前年比６,２１７万１９０円、１３.９％の増額。それか

ら４８、４９ページをお願いいたします。２０款５項１目１節雑入のうち、長崎県市町

村振興協会市町村配分金１,９５３万２,０００円、前年比２２１万６,０００円、率にし

て１２.８％の増額でございます。次に５０、５１ページをお願いいたします。２１款１

項３目臨時財政対策債６億１,０４６万１,０００円、前年比では１億５,７９０万円、３

４.９％の増額でございます。歳入は以上となります。 

次に歳出でございますが、５８、５９ページをお願いいたします。２款１項３目財政

管理費でございます。これは財政課職員４名分の人件費、事務費等、合計で３,５２０万

１,０２５円、前年比では２３７万５,４０３円、率にして７.２％の増でございます。内

容的には例年同様でございますが、増の主な要因といたしましては１８節の西彼中央土

地開発公社事業費負担金の借入利率の上昇によるものでございます。次に６２、６３ペ

ージをお願いいたします。２款１項６目財政調整基金費、こちら財政調整基金積立金と

減債基金積立金でございますが、歳入で説明をいたしました基金運用収入の積立分にな

ります。このうち減債基金は運用収入のほかに、普通交付税で追加交付されました令和

３年度臨時財政対策債の後年度償還分１億６,７２６万６,０００円、それから今後の公

債費への対応といたしまして２億６,０００万円を積み立てております。続きまして１４

８、１４９ページをお願いいたします。８款５項３目公共下水道費でございます。１８

節の長与町下水道事業会計補助金１億５００万円、前年比５００万円、４.５％の減額で

ございます。続きまして１９２、１９３ページをお願いいたします。１２款１項公債費

でございます。１目元金の合計は１３億６４０万３,０７９円、前年比では１,４９５万

８,２４５円、１.２％の増額。２目利子の合計は５,００６万７,２４１円、前年比では

１,４１３万１,２２６円の減額、２２％の減額でございます。次に１３款１項１目土地

開発基金費でございますが、こちらは土地開発基金の運用収入及び新図書館等複合施設

建設用地の土地貸付収入の積み立てになります。５６６万８,１９６円で、前年比では４

８９万７,５０４円、４６.４％の減額でございます。主な要因といたしましては、複合

施設の建設用地の貸付収入の減少でございます。１４款１項１目予備費でございますが、



令和３年度は１,１５４万７,０００円の充用を行っております。うち、災害関連が４６.

１％、修繕関連が５３.９％でございました。続きまして１９４ページをお願いいたしま

す。実質収支に関する調書でございますけども、４翌年度へ繰り越すべき財源（２）繰

越明許費繰越額は１億８,８７５万４,０００円で、令和３年度から令和４年度へ繰り越

された歳出予算の財源へ充てるべき繰越金の額となります。５実質収支額は１１億５,７

７６万８,０００円、前年度から２億１,８８８万４,０００円増加いたしました。６実質

収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は、地方財政法第７条

の規定によりまして、実質収支額の２分の１を下らない金額を積み立てるものとされて

おりまして、５億８,０００万円を財政調整基金に積み立てることとしております。次に

１９８ページをお願いいたします。財産に関する調書、１公有財産でございますが、（４）

出資による権利、このうち財政課所管は上から５番目の西彼中央土地開発公社、下から

２番目の地方公共団体金融機構の２件でございます。いずれも昨年度からの増減はござ

いません。次に１９９ページでございます。４基金のうち財政課所管でございますが、

（１）財政調整基金、（２）土地開発基金、（５）減債基金の３件でございます。財政

調整基金の令和３年度末残高は１４億８,１６８万６,０００円となり、１,８６５万１,

０００円減少いたしました。内訳は、令和２年度決算における歳計剰余金の処分による

積み立て分といたしまして５億５,０００万円、基金運用収入分の積み立てとして１４万

６,７４０円ございました。取り崩し額につきましては５億６,８７９万７,０００円でご

ざいまして、取り崩しの方が多い結果となりました。土地開発基金の令和３年度末残高

は９億１４６万４,０００円となり、５６６万８,０００円増加いたしました。現金の内

訳は複合施設建設用地に係る土地貸付収入と運用収入でございまして、土地についての

変動はございませんでした。減債基金の令和３年度末残高は１７億６,９３２万３,００

０円となり、４億２,７２９万１,０００円増加いたしました。内訳は先ほど御説明した

とおりでございます。 

続きまして、主要な施策の成果に関する報告書について御説明をいたします。報告書

の２、３ページをお願いいたします。こちらは一般会計の総括でございます。歳入は１

６５億９,５７６万９,８３４円、１３.５％の減少。歳出は１５２億４,９２４万７,０５

０円、１５.９％の減少。歳入歳出差引残高は１３億４,６５２万２,７８４円となり、前

年度決算額よりも約２億８,６００万円増加しております。６ページをお願いいたします。

地方債の状況でございます。地方債の令和３年度末残高は、一番下の行の合計の右端に

なりますが１３４億７,４４９万２,０００円、約１億７,０００万円増加いたしました。

次に７ページをお願いいたします。性質別歳出の状況でございます。令和３年度一般会

計歳出決算額は先ほど申し上げましたが、１５２億４,９２４万７,０００円、前年度比

で１５.９％の減少でございます。物件費、維持補修費、補助費等、投資及び出資金・貸

付金は減少、そのほかの費目は増加しております。各費目の増減の要因は、主に新型コ

ロナウイルス感染症対策事業によるものでございますが、令和２年度のコロナ対策事業



として実施いたしました特別定額給付金、プレミアム付き商品券の発行、キャッシュレ

ス決済事業等の減により、物件費、補助費等が減少いたしました。また令和３年度のコ

ロナ対策につきましては、子育て世帯や住民税非課税世帯などへの生活支援が中心であ

りまして、扶助費が増加しているところでございます。積立金の増加につきましては減

債基金積立金、教育振興基金積立金の増加によるものでございます。また普通建設事業

費、補助の減少につきましては、令和２年度事業の保育所等整備交付金の皆減によるも

のでございます。続きまして８、９ページをお願いいたします。こちらは歳出につきま

して性質別と目的別の歳出状況を表にまとめたものでございます。後ほど御参照いただ

きたいと存じます。続いて６８ページをお願いいたします。都市計画税の充当状況でご

ざいます。こちらも併せて御参照いただきたいと存じます。８．市町村交付金（社会保

障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費でございます。こちらは地方消費

税交付金のうち、社会保障財源化分として交付された額の充当状況をお示ししたもので

ございます。令和３年度決算における社会保障財源化分の市町村交付金は、昨年度から

７,０６７万８,０００円増加いたしまして、５億４,６６９万９,０００円、充当した社

会保障施策に要する経費は１億８,８８６万２,０００円増加し、３３億７,８９６万９,

０００円でございました。 

続きまして本日提出をいたしました資料の方お願いいたします。１ページをお願いい

たします。地方債の状況（見込）でございます。こちらは令和１３年度までの見込みを

お示ししたものでございます。まず３年度の地方債残高でございますが、１３４億７,４

００万円、前年度から１億６,９００万円増加いたしました。令和４年度が約１１億６,

０００万円の発行見込みとなっており、その内訳を右側に記載しております。令和５年

度以降の発行額につきましては、普通建設事業に係るものといたしまして２億８,０００

万円、臨時財政対策債といたしまして１億３,０００万円、６年度以降は３億円。高田南

土地区画整理事業一括施工に係るものといたしまして５億６,０００万円を見込んでお

ります。なお複合施設建設事業費につきましては、地方債の見込みをお示しする上で約

２０億円と設定しております。事業費等が明らかになり次第、改めて所管課より御説明

をさせていただくということにしておりますので、御了承いただきたいと思います。そ

れから今後の推移といたしましては、元利償還金は令和８年度にピークとなりまして、

それ以降は減少する見込み。また町債の残高は減少していく見込みでございます。下の

表ですが、債務負担行為一覧表でございます。一番下の合計欄を御覧いただきたいと思

います。令和３年度末における債務負担行為の限度額が８５億８,６１４万４,０００円、

令和３年度中の支出額は８億５,９６０万６,０００円、令和４年度以降の支出予定額は

２３億９,３８６万２,０００円となっております。続きまして２ページをお願いいたし

ます。経常収支比率の状況でございます。平成１５年度及び直近から５年前までの数値

を示しております。前年度と比較いたしまして、経常一般財源は約７億３,０００万円の

増、経常経費充当一般財源は約５,５００万円の増となり、経常収支比率は７.３ポイン



ト減少、８６.２％となりました。続いて３ページをお願いいたします。健全化判断比率

シミュレーションでございます。グラフの左側の赤で表示しております実質公債費比率

について御説明いたします。まず令和３年度でございますが、実質公債費比率は７.４％

で前年度から０.１％増加しております。これは比率算定の分母であります標準財政規模

が、普通交付税及び臨時財政対策債の増などにより増加いたしましたが、比率算定の分

子である公債費に準ずる債務負担行為に係るものが増加したために、単年度の実質公債

費比率は増加したものでございます。今後の見込みは図示しておりますけれども、令和

１０年度にピークに達しまして、その後減少に転じていく見通しとなっております。次

に右側のグラフ、将来負担比率でございますが青色で表示をしております。将来負担比

率につきましてですが、令和３年度の将来負担比率の分子である債務負担行為に基づく

支出予定額の減少等による将来負担額の減少、また将来負担額に充当可能な基金の増、

さらに比率算定の分母である標準財政規模の増加に伴いまして、算定されないという結

果になっております。今後の見込みといたしましては、令和８年度までに段階的に上昇

いたします。その後、減少に転じる見通しとなっております。最後に４ページでござい

ます。土地開発基金の土地残高状況一覧でございます。令和３年度末の状況でございま

すが、前年度から変更はあっていないところです。合計面積は１万８,９１４.６２平方

メートル、合計は８億４,６７５万５７２円でございます。 

以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（金子恵委員） 

これから質疑に入りたいと思います。まず歳入ですね。１８、１９ページ、ここから

入っていきたいというふうに思っております。質疑はありませんか。いいですか、次進

みます。２０、２１ページよろしいですか。戻っても構いませんので進めたいと思いま

す。次に、２２、２３ページ、１２款までですね。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

ちょっと戻るんですけど、２１ページの株式等譲渡所得割交付金が増えているってこ

とだと思うんですけど、何か理由があればどういうものなのかも含めて教えてもらえた

らありがたいです。 

○委員長（金子恵委員） 

荒木課長。 

○財政課長（荒木秀一君） 

まず内容でございますけども、株式等の譲渡によって、要するに取引が行われた利益

に対して課される税金でございます。県民税株式等譲渡所得割がございまして、そのう

ちの５９.４％に相当する額を市町村に交付されるというものでございます。さらに、当

該市町村に係る個人の県民税の額で、県内市町村で按分されるというものでございます。

あくまでも取引の結果で交付されたものでございますので、詳細な分析というのはちょ



っとできていないところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。では４０、４１ページは利子及び配当金の中に財政課所管があ

ります、いいですか。次４２、４３ページ、ふるさと長与応援寄附金のところですね。

次４４、４５ページ、財政調整基金繰入金と繰越金ですね、この辺りです。いいですか、

戻っても構いません、質疑はありませんか。それでは４８、４９ページ、雑入のところ

です。よろしいですかね。次の５０、５１ページ、臨時財政対策債、いいですかね。最

後に全体的にということでもう一度お聞きしますので、歳出の方に入っていきたいとい

うふうに思います。５８、５９ページ、３目ですね。これは西彼中央土地開発事務費負

担金等があります、いいですか。戻っても構いません、６２、６３ページ、これは財政

調整基金のところですね、いいですか。では１４８、１４９ページ、下水道事業会計補

助金ですね。質疑はありませんか。では１９２、１９３ページ、公債費のところです。

このページは全部財政課所管です。それでは実質収支に関する調書、その他、主要な施

策の成果に関する報告書、今日いただいた資料、歳入歳出含めて何でも結構です。質疑

はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

今日いただいた資料の中で、経常収支比率の状況という資料をいただいているんです

けれども、令和３年度が令和２年度と比べて若干減少しております。この数字が上がっ

たから良いとか悪いとかっていうのは全然ないと思っているんですよね。何かあったと

きに簡単に変動するので、それが特別な意味は持たないんじゃないかと思うんですが、

先ほど御説明の中で、令和２年、令和３年とコロナの関係があって、特に令和３年は生

活支援関係で結構いろいろあったという御説明があったので、私は単純に令和３年はそ

ういったことをやったのだったら、経常収支比率は上がるのかなと思ったんだけども、

そうでもなかったんですよね。何が要因だったのか、この辺りいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

入江課長補佐。 

○課長補佐（入江彩子君） 

経常収支比率と昨年度のコロナ対策の事業なんですけれども、コロナ対策の事業につ

きましては財政上、臨時的な経費という扱いになります。毎年あるような経費ではなく

て、特別にこの年に起こった経費という形になりますので、こちらの経常収支比率の中

には算定をしない経費ということになりますので、こちらには影響はしておりません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 



１４９ページですね、歳出の長与町下水道事業補助金というのがあるわけですけれど

も、この金額の根拠を教えていただけますか。 

○委員長（金子恵委員） 

入江課長補佐。 

○課長補佐（入江彩子君） 

下水道事業会計補助金ですけれども、こちらは国が定めております下水道事業に対す

る一般会計からの繰出基準というものがございます。そちらの繰出基準をベースに額を

算出して支出をしているところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

その基準ですかね、大まかでいいですからどのような基準になっているか教えていた

だきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

荒木課長。 

○財政課長（荒木秀一君） 

この基準の中に幾つか算定するような内容がございますけどそういった中で、例えば

分流式下水道等という項目があったりとか水洗便所の普及であったり、不明水の処理、

こういった複数の項目からこういった基準に基づき算定されるということで、その基準

額は本日詳細なところは分からないので、その辺は申し訳ございません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

今日いただいた資料で３ページなんですが、将来負担比率が令和８年度に１４.２％で

ピークに達するというとこなんですが、これはどういった要因に基づいて行われたんで

しょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

入江課長補佐。 

○課長補佐（入江彩子君） 

本日の資料の健全化判断比率シミュレーションの将来負担比率、こちらの８年度にピ

ークを迎えるこの見込みなんですけれども、こちらは今後借り入れを行う予定にしてい

る起債が高田南の一括施工ですとかその他建設事業がございますので、その借り入れの

地方債の現在高が増えるとこの比率が増える要因になりますので、主にその辺りが影響

していると思われます。 

○委員長（金子恵委員） 



安部委員。 

○委員（安部都委員） 

では、主な要因としては高田南土地区画整理事業の借入金の増額でいいんですか。 

○委員長（金子恵委員） 

入江課長補佐。 

○課長補佐（入江彩子君） 

そういった高田南土地区画整理事業をはじめとする建設事業の増加を見込んでおりま

すので、そちらで比率の方が上昇することを見込んでおります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

今日資料をいただいた土地開発基金の土地残高状況一覧を見ていただければ、これは

今後の財政運営に非常に関わってまいるわけなんですけども、一番上にありますように

平成１９年、これらについてはもう十数年かかっておるわけですね。それが基金で取得

をしてそのまま置いてあるということであるわけですから、早く買い戻しをするべきも

のであるわけなんですけども、かなり時間が経っておりながら所管の事業の具体が進ま

ないということだろうというふうに思うんですけども、その辺りは当然買い戻しをさせ

るわけでしょう。まず第１点、その買い戻しに対する考え方ですね。 

○委員長（金子恵委員） 

荒木課長。 

○財政課長（荒木秀一君） 

買い戻しをするような予定としております。御指摘の件ですね、こういった事業着手

前に買い戻しをやってまいります。ここの基金に持つことによって起債等を借り入れる

ことができますので、これを早めに買い戻ししてしまうと町の資産ということで起債の

対象にもならないわけでございますので、事業着手の直前というタイミングでの買い戻

しということで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

事業が具体的になったときに、財源関係も補助等が例えばあるものを適用しながら買

い戻しをしていくということはもう当然ながらそうなんですけども、黙って放っておく

といつまででも、これは所管の問題があれですけど、財政サイドではどうにもならない

ということは十分分かりますけども、所管にも、財政上からも具体化を早くすべきもの

はするような督励をしていくべきじゃないかというふうに思います。なお、２点目はこ

のナンバー５にあります斉藤の４点について、これはどのように今なって、財政上は放



っておかれてそのままだろうと、５,０００万円もそのまま放って。黙っとくとこれはも

う５年、１０年、またそのままいくだろうと思うんですが。この中身の進捗は財政サイ

ドは聞いておられますか。 

○委員長（金子恵委員） 

荒木課長。 

○財政課長（荒木秀一君） 

最近、この件で所管との話は行ってないところですが、過去になかなか交渉が進まず

に事業の進捗が図れないというようなところでの記録が残っておりまして、そのままに

なっているような状態ではないかということで思っておりますが、改めてこの辺は所管

には尋ねてみたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

これも所管の動きによって左右されるわけです。これはもう十分分かっておりますけ

ども、このままいくとこれはなかなか解決が難しいんじゃないかというふうに私は個人

的には思っておるんですけども。やっぱり理事者を含めて、この点、部長、どういう具

体で進め得るのか所管とも財政状況を考えても、このままで放っておくわけにいかない

わけと僕は思うんです。だから所管とも十分協議をしながら、何とか解決の糸口を見い

だして、先が明るい兆しが出るような、そういうことを施策会議等ででも必要であれば

話し合いをして、それで町を挙げてやっぱり解決するようなものでなければ、私は難し

いんじゃないかという感じをするんですね。見解を求めて終わります。 

○委員長（金子恵委員） 

森川部長。 

○企画財政部長（森川寛子君） 

御指摘ありがとうございます。所管課の方と十分に検討をして、必要ならば政策調整

会議等にかけて進捗を図っていきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

先ほど岩永委員が言われました答弁であったように、一時的に財政課が管理している

っていう形になっているのかなと思うのが６番かな、高田南の空いている所も同じよう

な形で一時的に財政課に置いているとこの土地も理解していいのかなっていうその答弁

と、今、岩永委員が言われました５番ですね。これもちょっと仕組みが分からないので

お尋ねしますけど、焼却炉の方にポンと移すっていうことは無理なのかなあと。それに

伴うもんですもんね、これは確か。と思うんですけど、斉藤の所。そこじゃ無かった。



これ違った。もっと先の方かな。河川のあそこか、ああ、あれか。分かりました。じゃ

あ、今の部分は取り消します。最初の部分だけ６番の。ついでに７番、８番の件につい

ても同じような性質で財政課の方にあるのかなっていうのを、お答えいただければと思

います。 

○委員長（金子恵委員） 

荒木課長。 

○財政課長（荒木秀一君） 

土地開発基金という形で、財政の方で所管といいますか総括でこのようにお見せして

おりますが、こちらの表の４ページの中に、実際的には使用課名というのがあるんです

が、所管がこの課になっておりますので、６番都市計画課所管ということで御理解いた

だければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

先ほどの答弁にあったように、事業が始まったらそっちの所管の方に移るという理解

でいいですか。 

○委員長（金子恵委員） 

入江課長補佐。 

○課長補佐（入江彩子君） 

こちらの土地につきましては、購入時に土地開発基金で購入した土地になりますので、

基金が財政課所管ですのでこちらで一覧を示して御説明をさせていただいておりますが、

事業が開始されて高田南が完成する時期になれば、所管課の方で歳出を計上して、用地

を購入して、そちらの方の普通財産に切り替わることになります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

４３ページのふるさと長与応援寄附金のところ、もうちょっと詳しく聞きたかったん

ですけど、町長おまかせのふるさと納税は町長が財政課に渡すという形になるのかって

いうのと、あと使い道の方も詳しく教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

荒木課長。 

○財政課長（荒木秀一君） 

町長おまかせコースは財政課所管として取り扱わせていただいております。で、使い

道というのが、先ほども御説明をしたところでございますけれども、１つはこども政策

課の子ども医療費へということでの充当を行ったと。で、あと２つ目に、教育総務課の



方で小学校それから中学校の管理費の中で建設事業費へ充当したというところでござい

ます。金額は先ほど申し上げたとおりでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。よろしいですかね。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これで、財政課の審査を終了いたします。 

場内の時計で１０時３０分まで休憩します。 

（休憩 １０時１８分～１０時２９分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより政策企画課の審査に入っていきたいと思います。本案について提案理由の説

明を求めます。 

中村課長。 

○政策企画課長（中村元則君） 

改めましておはようございます。それでは政策企画課所管分となります、よろしくお

願いします。決算書事項別明細書に従いまして御説明いたします。 

まず歳入でございます。事項別明細書の３０、３１ページをお願いします。１４款２

項１目総務費国庫補助金２節地域活性化補助金、備考欄の１行目地方創生推進交付金は

補助率２分の１で、令和３年度は町移住ホームページの構築、長崎移住サポートセンタ

ーの運営負担金、クラウドソーシングセミナーの実施経費に充当いたしました。また、

このほか、他課の所管事業といたしましてチャレンジショップの実施経費、健康ポイン

ト事業、大村湾沿線観光活性化事業負担金にも充当しております。２行目、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は補助率１０分の１０で、感染拡大防止、事業

継続と暮らしの維持、経済活動の回復、感染症に強い地域づくりなど、新型コロナウイ

ルス感染症への対策として実施した事業に充当いたしました。次に２目民生費国庫補助

金２節児童福祉費補助金の上から３行目、地域少子化対策重点推進交付金は補助率３分

の２で、本町が実施いたします結婚相談事業に係るものでございます。続きまして３４、

３５ページをお願いいたします。１５款２項１目総務費県補助金１節総務管理費補助金

です。備考欄の１行目、土地利用規制等対策費交付金は、国土利用計画法に基づく届け

出の受理に対する補助金でございます。３行目、地方創生移住支援事業補助金は、東京

圏からの移住者を対象に交付する移住支援金に充当する補助金でございます。続きまし

て３８、３９ページをお願いします。１５款３項１目総務費委託金５節統計調査費委託

金は、令和３年度に実施いたしました経済センサス活動調査のほか、例年実施いたしま

す各種調査に係る経費に係る事務委託金でございます。続きまして４０、４１ページを

お願いします。１６款１項２目利子及び配当金１節利子及び配当金の下から５行目、国

際交流基金運用収入は、国際交流基金の残高に対する利息でございます。４２、４３ペ



ージをお願いします。１７款１項１目一般寄附金１節一般寄附金は、長崎県統計協会長

与町支部解散に伴い、寄付金として受け入れたものでございます。４４、４５ページを

お開きください。１８款２項２目国際交流基金繰入金１節国際交流基金繰入金は、長与

町国際交流協会補助金の財源として繰り入れております。飛びまして４８、４９ページ

をお願いします。２０款５項１目雑入１節雑入の上から３行目、長崎県市町村振興協会

国際交流支援事業補助金は、公益財団法人長崎県市町村振興協会が国際交流事業経費の

５分の４を補助するもので、長与町国際交流協会補助金に充当しております。以上が歳

入でございます。 

続きまして歳出でございます。６４、６５ページをお願いします。２款１項８目企画

費でございます。１節報酬は、総合開発審議会をはじめとした各種審議会などの委員報

酬及び職員の育児休業代替に係る会計年度任用職員の報酬でございます。続きまして３

節職員手当等ですが、６６、６７ページをお願いします。上から２行目の時間外勤務手

当は６９万５,５９９円でございます。前年度に比べると約１４０万円の減額となってお

ります。令和２年度は国勢調査や第１０次総合計画の策定により例年よりも業務量が多

かったことから、大幅な減額となっております。７節報償費は、町内３中学校でのデー

トＤＶ防止授業に係る講師謝礼、結婚相談員の報償でございます。８節旅費は、普通旅

費のほか審議会等開催時の費用弁償でございます。１０節需用費は、業務に必要となる

各種消耗品のほか婚活事業に係るポスターなど広告物の印刷製本費でございます。１１

節役務費は、結婚相談事業に係るＳＮＳを活用した広告費と長崎県お見合いシステムの

登録受付を行うためのインターネット接続料でございます。１２節委託料は、公共施設

等総合管理計画の改訂に係る支援業務、町主催の婚活イベント実施業務、町の移住ホー

ムページ構築業務、そしてクラウドソーシングセミナーの実施業務を委託したものでご

ざいます。１８節負担金、補助及び交付金は、主なもののみの御説明とさせていただき

ます。１行目、長与町国際交流協会補助金は１１４万５,０００円。７行目、ながさき移

住サポートセンター運営費負担金は、県と全市町が連携し、移住希望者への相談対応や

県内企業との就業マッチングを行うサポートセンターの運営負担金でございます。その

下８行目、地方創生移住支援事業補助金は、東京圏からの移住者を対象に交付する移住

支援金で、令和３年度は１件の交付実績でございました。その下、長与町子育て世帯移

住支援補助金は、長崎県外から移住する子育て世帯を対象に交付する移住支援金で、令

和３年度は４件の交付実績となっております。その下、長崎県お見合いシステム登録料

補助金は、システムの会員登録料を初回登録に限り全額補助するもので、令和３年度は

９件の交付実績となっております。一番下の結婚祝金は、本町に住所を有する方がお見

合いシステムや婚活イベントを通して婚姻された場合に、１組につき３万円を支給する

もので、令和３年度は２件の交付実績となっております。２４節国際交流基金積立金は、

基金残高に対する預金利息を積み立てたものでございます。次に８４、８５ページをお

開きください。統計調査費でございます。２款５項１目統計調査総務費は、全般的な統



計調査の経費及び統計調査員確保対策に要する経費でございます。２目基幹統計調査費

は、公的統計の根幹をなす重要性の高い基幹統計に係る経費でございます。令和３年度

は、主に経済センサス活動調査に係るものでございます。１節報酬は統計指導員、統計

調査員に係るものでございます。そのほか、８節、１０節、１１節につきましても、経

済センサス活動調査のほか、例年の各種統計調査も含めた統計事務に係る経費でござい

ます。次に基金の状況でございます。２００ページをお願いします。（１１）国際交流

基金でございます。令和３年度末現在高は４,１４６万７,０００円となっております。 

続きまして主要な施策の成果に関する報告書でございます。主要な施策に関する成果

につきましては、１７ページから１９ページに主な事業を掲載しております。また、参

考といたしまして、令和３年度決算資料、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金についてと題したＡ４横１枚物の資料を配布いたしております。併せて御参照願

います。政策企画課に関しましては以上でございます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○委員長（金子恵委員） 

これより質疑を行います。歳入から入っていきます。まず歳入の３０、３１ページ、

地域活性化補助金ですね。この辺りと下段の方にもあります。質疑はありませんか。い

いですか、戻っても構いません。次に進みます。３４、３５ページ。県補助金です、よ

ろしいですか。次３８、３９ページ、中段の統計調査費委託金ですね。次のページの４

０、４１、これは国際交流基金運用収入です。次４２、４３ページ、上段の一般寄附金

が所管になっています、いいですか。４４、４５ページ、中段の国際交流基金繰入金、

こちらが政策企画課分です。戻っても構いませんので先に進めます。４８、４９ページ、

雑入、これは上から３行目、国際交流支援事業補助金です。 

ないようですので歳出の方に入ります。６４、６５ページ、下段の企画費が政策企画

課分です。質疑はありませんか。この分は６７ページまで続きます。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

６７ページの公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料というのがあるんですけれ

ども、主要な施策の成果に関する報告書でも書いてあるんですけれども、これ国からと

か県からの補助も無いし、一般会計からの純粋に支出になっていますけども、これ内作

でできないのかですね。外部に作らせるんじゃなくて、職員で作れないのかどうかです

ね。わざわざ外部に発注してまで作る必要があるのかなと思ってお聞きするんですけれ

ども、補助か何か出ているなら補助を使うという手もあるんですけれども、全然無いし、

職員で作れないのかどうかということを質問したいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口和樹君） 



まず財源についてですけれども、御指摘のとおりこれに対する補助金とか、そうした

ものは国から交付されていませんが、公共施設総合管理計画を全国的に策定、改訂を進

めていくという視点から、今回のこの委託費については特別交付税の方で措置をされて

おります。歳入としては政策企画課ではないんですけれども、交付税の対象の経費とな

っております。続いて職員で作れないのかというところですけれども、今回の委託につ

いても、もう策定丸々そのまま業者に全て委託したわけではなくて、計画の中でどうし

ても専門的な知識が必要となる建物の構造ごとの将来的な経費の試算ですとか、そうし

たところについて一部支援をしていただくというところで、必要に応じて発注をしてお

りますので、内容については職員で作ったところと専門的知識を持つ事業者の助けを借

りて作ったところ、そういったすみ分けをして作った状況にはなっております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

特別交付税で手当てされているということですね。はい、分かりました。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。いいですか。では戻って構わないので次に進みます。８４、８

５ページ、統計調査費、こちらが所管ですね。よろしいですか。では１９９、２００ペ

ージの基金、そして本日もらった資料、主要な施策の成果に関する報告書、全て含めて、

歳入歳出全般で質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

主要な施策の成果に関する報告書の結婚相談事業の中で、結婚相談員報償、これはど

ういった方がどういう活動をされているのか教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

木戸課長補佐。 

○課長補佐（木戸武志君） 

地域で活動されている方に委嘱をさせていただいております。活動内容としましては、

結婚相談会を開催した際に相談を受け付けると。令和３年度は５回開催しております。

相談者は５名ということになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

ちょっと自分が聞いたのが、年配の女の方が多いと。正直言って相談しにくいってい

う人がいて、あれはもっと事務的に普通の人がやってくれた方がよっぽど話しに行きや

すいとかいう声を聞いたんで、その辺はどうかなと思いまして質問なんですけども、お

願いします。 



○委員長（金子恵委員） 

木戸課長補佐。 

○課長補佐（木戸武志君） 

委嘱をお願いしている方は確かに年配ですけども、やはり人生経験豊かでいろんなア

ドバイスをいただけるのかなと思っておりますので、適任だと思っております。私ども

の職員も１名、一緒に相談対応しておりますので、こちらは年配の方に比べますと人生

経験は豊かじゃございませんが、一緒に相談を受け付けておりますので、十分対応でき

ているのかなと感じております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

主要な施策の成果に関する報告書の１９ページに移住・定住促進事業の内訳が詳しく

書いてありました。１３世帯の２１名が移住をされたということで、大変良い成績じゃ

ないかなというふうに思いました。なかなかこれ難しいんじゃないかなということで私

的には考えとったんですが。この２１名、あるいは１３世帯はどういう所から転入をさ

れてきたのか、どこにも記載が無いようですけども、よかったら教えていただけません

か。 

○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口和樹君） 

令和３年度の移住実績で確認しましたところ、今回移住者として多かったのはやはり

関東圏から来られる方が多くなっております。そのほか大阪府、京都、沖縄といった内

容で今回移住の実績は上がっております。どうしても制度上、国の制度が都市から地方

に向けて人の流れをつくるというところで様々な支援事業を行っておりますので、本町

でも、そういった都会の東京圏とか大阪とか、そうした所から移住してくる方が多かっ

たのかなとは思います。ただ数自体があまり多いわけではないので、統計的にずっとこ

れが続くのか、たまたまこうだったのかというところがあるんですけれども、少なくと

も令和３年度についてはそういう傾向でございました。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

移住をされても仕事が無ければ生活ができませんよね。だから当然、一般勤労者なの

か、あるいは農業地帯に農業したいと、そういう希望を持って移住をされた、漁業をし

たいと、例えばですね。いろんな職種を希望して、ああ長与はいいなというようなこと

もあったろうというふうに思うんですけども、職種的にはどうでしょうか。 



○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口和樹君） 

御指摘のとおりただ住むだけではなくて、やはりここで仕事をして生活を営むという

ところが大事になってまいります。本町につきましては令和３年度に限らずなんですけ

れども、大部分は企業に勤めてらっしゃる方が相談にしても、実際に移住してこられる

方についても多くなっています。移住に満たずに相談の段階でそういった農林水産業な

んかに興味を持たれているという方もおられるんですけれども、大部分は一般の企業に

就職されるような、会社勤めの方といった方が一番多くなっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

私も移住・定住促進事業の中でお伺いをしたいんですけれども、先ほどの御説明の中

で主に移住されている方は関東圏が多いということでありましたが、ちなみに関東圏っ

ていったらどういった所から実際に多いのか、分かれば教えていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口和樹君） 

令和３年度の実績ですね、先ほどの１３世帯の内訳で御説明しますと、東京都が３世

帯、神奈川が３世帯、千葉２世帯、埼玉が１世帯、一般的に東京圏、関東圏と私たちの

整理をしている所は、それだけの件数となっております。そのほか大阪が２世帯、京都

が１世帯、沖縄が１世帯というような状況で、全体の１３世帯ということになっており

ます。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

関東圏が圧倒的に多いという状況ですよね。でですね、町のホームページの中で移住

定住関連の「ながよ暮らし」というホームページを立ち上げられているということで見

させてもらうと、長与町に移住された方に対する支援金の制度があるんですが、規定が

東京２３区内に在住または通勤している人たちが長与に来て生活をする場合に対象とい

うことになりますと、今の話の中で出された例えば神奈川県、千葉県、埼玉県といった

所からの方が対象から漏れているという実態があるので、いろんな補助の関係もあるの

かもしれないんですけども、東京都の区部に限定せずに、もう少し対象を関東一円とい

うふうな、埼玉、神奈川、千葉辺りまでは少なくとも広げないと、せっかくの制度がち

ょっとどうなのかなというのもあるんで、いろいろ難しい課題もあるんであればその辺



も教えていただいて、何とかより移住していただけるようなことに繋がらないか、この

辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口和樹君） 

ホームページ、御覧いただきましてありがとうございます。今年度からスタートして

おりますので、頑張って充実させていきたいと思います。御指摘にありました東京圏か

らの移住支援金の件ですけれども、まずは１つ、前段で御説明させていただくのが、こ

れは国の制度にのっとった支援金ということになっておりますので、その支援の要件と

いうのは国の方で縛られているところがあります。一定町の方で動かせるところ、動か

せないところというのがあるというのが１つと、東京都に限らず先ほどの千葉とか埼玉

とか、そういった所も要件に入らないのかというような御質問でしたけれども、一応、

東京圏という形で東京２３区以外にお住まいの方ですね、これ東京圏というのが東京、

埼玉、千葉、神奈川になるんですけれども、そこにお住まいの方々も一定給付の対象と

なるような要件も定められております。多分御覧いただいたのが直近１０年間のうち５

年以上東京２３区に住んでいたとか、そういう要件を見られたのかなと思うんですけれ

ども、その要件とまた別に、その直近１０年間のうち５年以上東京圏ですね、東京に限

らず圏内に在住して、２３区に通勤していた方とか、要件がまた複数ございますので、

必ずしも東京都にお住まいじゃないからといって支援の対象外になるというところには

なっておりませんので、またこの辺りは制度自体も複雑なところがあるんですけれども、

分かりやすい情報発信に努めて、是非支援を活用していただいて、移住に繋がればと思

っております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

やっぱりそういう国の方の制度の縛りがあるということ、そうかなと思いました。恐

らくこういう状況というのは長与町だけじゃなくて長崎県、あるいは九州もみんなそう

いう課題を感じているんじゃないかと思うので、例えば町村会とかそういった所の団体

で協議しながら国に対して実態に即した、せっかくの制度をもう少し拡充できるような

形を町だけでできない場合は、そうやって近隣とも協力しながら是非お願いしたい。そ

の辺りの考え方はいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口和樹君） 

支援制度の在り方については、確かに御指摘のとおり長与町だけの問題ではございま

せん。やはり全国的に地方都市と言われる所は同様に人口減少が都会より、先ほど仕事



という面も御質問ありましたけれども、同じように苦しんでいるところはございます。

またその辺りにつきましては、本県でも長与町単独の事業だけでなく、県とほか２１市

町が連携した移住サポートセンターという組織を立ち上げて、移住の支援を県下統一的

に行っている部分もございますし、こうした制度についても必要に応じて担当者会議等

を通して、もっとこうなったらいいのにというような意見もどんどん出していきたいと

思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

国際交流についてお聞きいたします。平成９年ですかね、本町で姉妹都市であるウェ

ザースフィールド町の方に町長ほか９名ぐらいが行かれたと思うんですが、国際交流を

もう少し、以前は町民にも補助金を出して町民と議員も参加していたと思うんですが、

国際交流を盛んにされていた時期がありましたよね。で、今コロナの現状でなかなかそ

れも現実的にはできないところでありますが、しかし海外との出入国の解禁もそろそろ

されてきていますので、コロナが落ち着いたところを見計らってもよろしいですが、や

っぱり姉妹都市である本町の町民は、議員も以前も含まれていたのでそういったところ

で、共に視察研修兼ねて、やっぱり幅広く見地を深めるっていうところで交流に行って、

そしてウェザースフィールドなんか特に町政と同じような環境っていうか、そういう状

況でありますので、もう少しそういった国際交流を今後盛んにしようというような施策

はございませんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

木戸課長補佐。 

○課長補佐（木戸武志君） 

姉妹都市交流を活性化するための施策としては、今年度事業になりはするんですけど

も赤タマネギを使用した給食を児童に食べていただきまして、まずはウェザースフィー

ルド町が姉妹都市なんだっていった周知を再認識するところからスタートしております。

で、児童から御家庭にこういったウェザースフィールド町といった町があるんだよとい

うことを御家庭にお持ち帰りいただきまして、町全体にまた改めて周知していくところ

から始めているところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

しません、といういろんな形でお答えするのは無理かもしれませんが、ウェザースフ

ィールドに限らず、やっぱり基金も４,０００万円以上ありますので、その辺り今後検討

をしていく必要もあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 



○委員長（金子恵委員） 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これで政策企画課の審査を終了いたします。お疲れさまでした。 

場内の時計で１１時１０分まで休憩します。 

（休憩 １１時０２分～１１時１０分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより税務課、収納推進課の審査を行いたいと思います。提案理由について説明を

求めます。 

和田課長。 

○税務課長（和田弘君） 

皆様こんにちは、よろしくお願いいたします。令和３年度一般会計決算について御説

明いたします。税務課所管分の歳入額は４６億４,６６４万４,９９５円、歳出額は１億

３,１２３万１,２２６円です。それでは決算書の事項別明細書に基づき主なものにつき

まして御説明いたしますが、収納推進課とも同じ目が重複するところもありますので、

重複を避けるために総額について私の方から、町税の各税の歳入内訳について収納推進

課より説明いたします。 

初めに歳入から御説明いたします。事項別明細書の１６、１７ページをお開きくださ

い。１款町税の調定額４６億８,３８９万８,４２３円に対し、収入済額は４６億１,７９

１万４,０６４円、不納欠損額は１２８件の３３１万９,３１９円、収入未済額は６,２６

６万５,０４０円です。対前年比で調定額が約４,０８０万円減少しております。これに

ついては、個人町民税においてふるさと納税等による寄附金税額控除増額や、住宅借入

金等特別税額控除が前年度より増加していること、法人町民税において法人税割の税額

が９.７％から６％に変更されたこと、新型コロナウイルス感染症等の影響により業績が

低迷したことなどの理由により、税額が減少しております。また近年の収納率向上によ

り滞納繰越分の調定も減少しております。町税全体の収納率は、現年度課税分、滞納繰

越分を合わせて９８.５９％で、前年度より０.６４ポイントの増となっております。な

お現年度課税分の収納率は９９.７２％、滞納繰越分は４１.６％です。それでは町税の

各税目の決算状況につきまして、収納推進課長より御説明いたします。 

○委員長（金子恵委員） 

小川課長。 

○収納推進課長（小川貴弘君） 

皆様こんにちは。それでは決算状況について御説明いたします。１款１項１目の個人

町民税について、現年度課税分は調定額２２億９,４２１万４,３３０円に対し、収入済

額２２億８,６８３万７,１３３円、収納率は対前年度比０.０５ポイント上昇の９９.６



８％でございました。不納欠損額は２件、５万５,３０５円でございます。滞納繰越分は

調定額３,７７９万９,０１９円に対し、収入済額８８４万２,３５９円、収納率は対前年

度比０.０２ポイント上昇の２３.３９％でございました。不納欠損額は６３件、２２１

万６,８０２円でございます。１款１項２目法人町民税について、現年課税分は調定額１

億７１３万７,６００円に対し、収入済額１億６６３万８,１００円、収納率は対前年度

比０.６４ポイント上昇の９９.５３％でございました。不納欠損額は１件、５万円でご

ざいます。滞納繰越分は調定額１３７万１,２００円に対し、収入済額７６万３,３００

円、収納率は対前年度比１３.４５ポイント上昇の５５.６７％でございました。不納欠

損額は１件、６,０００円でございます。１款２項１目固定資産税について、現年課税分

は調定額１５億１,７５３万４,９００円に対し、収入済額１５億１,３７２万６,８１４

円、収納率は対前年度比０.９１ポイント上昇の９９.７５％でございました。不納欠損

額は１件、１万８,４００円でございます。滞納繰越分は調定額４,５１３万４,５８３円

に対し、収入済額２,５２７万７,０９６円、収納率は対前年度比３６.５７ポイント上昇

の５５.９６％でございました。不納欠損額は２０件、７６万８,４２４円でございます。

２目国有資産等所在市町村交付金でございますが、調定額、収入済額ともに３６９万７,

６００円でございます。１款３項１目の軽自動車税の環境性能割でございますが、調定

額、収入済額ともに４６９万４,９００円でございます。同項２目の軽自動車税種別割に

ついて、現年課税分は調定額１億１,７１２万４,３００円に対し、収入済額１億１,６８

２万９,５００円、収納率は対前年度比０.０３ポイント上昇の９９.７５％でございまし

た。滞納繰越分は調定額８８万４,０００円に対し、収入済額８万５,１００円、収納率

は対前年度比８.１４ポイント低下の９.６３％でございました。不納欠損額は３３件、

１７万５,５００円でございます。１款４項１目町たばこ税でございますが、調定額、収

入済額ともに２億４,６２３万２,６９２円でございます。１８、１９ページをお願いし

ます。１款５項１目特別土地保有税でございますが、調定額、収入済額はいずれもござ

いません。１款６項１目入湯税でございますが、調定額、収入済額はともに１４万５,５

８０円でございます。１款７項１目都市計画税について、現年課税分は調定額３億１７

７万８,４００円に対し、収入済額３億１０９万２,３８６円、収納率は対前年度比０.３

３ポイント上昇の９９.７７％でございました。不納欠損額は１件、３,９００円でござ

います。滞納繰越分は調定額６１４万９,３１９円に対し、収入済額３０５万１,５０４

円、収納率は対前年度比２９.８８ポイント上昇の４９.６２％でございました。不納欠

損額は６件、２万４,９８８円でございます。先ほど税務課長の説明にもありましたが、

町税全体の収納率は現年度分９９.７２％、滞納繰越分４１.６％、現年度滞納繰越分の

合計については、対前年度比０.６４ポイント上昇の９８.５９％でございました。大幅

に上昇した主な要因といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入

が２割以上減少した方を対象とした徴収猶予の特例の反動によるものでございます。徴

収猶予の特例については、令和２年度の現年度収納率を０.３４ポイント引き下げる要因



となっておりました。この制度は令和２年度をもって終了したため、令和３年度の現年

度収納率が相対的に上昇いたしております。また、令和３年度の滞納繰越分の収納率も、

同じく１１.９５ポイント引き上げる要因となっております。ただ、この要因を除外いた

しましても、令和３年度における一般税の現年度収納率が前年度比０.０２ポイント、そ

して滞納繰越分についても８.１７ポイント上回っており、また一般税全体の現年度、滞

納繰越分、現年度及び滞納繰越分の合計の全てにおいて過去最高の収納率であったこと

から、納税環境は依然良好に推移しているものと判断いたしております。町税の決算状

況の説明は以上でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

和田課長。 

○税務課長（和田弘君） 

それでは、引き続き歳入につきまして御説明いたします。事項別明細書、２６、２７

ページをお開きください。下段の１３款２項１目５節税務関係証明手数料５,９７１件の

１９１万１,９００円は、全て税務課所管分でございます。次に２８、２９ページをお開

きください。６節督促手数料７１万３,６７０円ですが、うち税務課所管分は６,２２９

件で、６２万２,８７０円、収納推進課分が９０８件で９万８００円でございます。８節

地籍手数料の６２６件、２３万２,３００円は、全て税務課所管分でございます。次に３

８、３９ページをお開きください。１５款３項１目２節徴収費委託金は税務課所管分で

ございます。収入済額の６,３８９万２,５５３円は、個人県民税の徴収取り扱いに対す

る委託金で、県への払込み額は１５億２,４６８万８３０円でございます。次に４４、４

５ページをお開きください。下段の２０款１項１目１節延滞金４９１万７,９１４円のう

ち、税務課所管分は５９件で９万６６７円、収納推進課分は９２６件で４８２万７,２４

７円でございます。次に４８、４９ページをお開きください。２０款５項１目１節雑入

の一番下にあります歳計外支出過誤振替金１００円は、収納推進課分でございます。 

続きまして歳出について御説明いたします。事項別明細書７４ページから７９ページ

までと、１３４ページから１３５ページまでが税務課及び収納推進課所管分となります。

それでは７４、７５ページをお開きください。２款２項１目税務総務費の支出済額１億

９,４８１万２,２３６円のうち、税務課所管分は９,２９４万１,２４５円、収納推進課

所管分は３,７５６万８,６７９円で、税務課職員１４名、収納推進課職員６名、計２０

名の人件費及び需用費に係るものが主なものでございます。支出金額に若干の増減があ

りますが、内容は前年度とほぼ同様でございます。また同目には総務課所管分として、

固定資産評価審査委員会に係る経費、産業振興課分としてふるさと長与応援寄附金に係

る経費も含んでおります。次に７４、７５ページの下段から７６、７７ページにかけて

の２目賦課徴収費でございます。支出済額４,１１０万９,３０６円のうち、税務課所管

分は３,６７４万９６７円、収納推進課分は４３６万８,３３９円でございます。主なも

のについて御説明いたします。１２節委託料について、昨年度評価替えに伴う固定資産



評価業務委託金は今年度支出はございません。１７節備品購入費１４万５８０円につき

ましては、家屋調査用の防水デジタルカメラ４万７００円、税務証明用の電子レジスタ

ー９万９,８８０円の購入を行っております。２２節償還金、利子及び割引料につきまし

て、還付金約４６０万円の減でございます。そのほかの節につきましては支出済額に若

干の増減がありますが、内容としましては昨年とほぼ同様でございます。次に１３４、

１３５ページをお開きください。下段の６款１項５目農地費でございます。支出済額の

１５４万９,０１４円については、全て税務課所管分となります。前年と比較して約８４

７万円の減少でございます。主な要因として、昨年度地籍情報を管理するシステムを更

新しました。固定資産管理システム導入業務委託料が今年度については支出が無くなり、

３年度は固定資産管理システム保守委託、地籍情報化委託となったためでございます。

以上、簡単でございますが、主なものの説明とさせていただきます。また私の説明以外

で、収納推進課より引き続き説明がございますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

小川課長。 

○収納推進課長（小川貴弘君） 

それでは引き続き、収納推進課所管分の歳出の主なものについて御説明申し上げます。

７４、７５ページをお開きください。２款２項２目賦課徴収費１節報酬の収納推進専門

員報酬は、１名分２６４万８,９７６円を支出しております。続きまして７６、７７ペー

ジ、３節職員手当等の会計年度任用職員期末手当６１万６,３３１円のうち、５６万２,

９０６円を収納推進専門員の期末手当として支出しております。前年度比２０万８８０

円の増額でございます。増額の要因といたしましては、制度発足初年度の期間率の影響

により７０％が除算された令和２年６月の期末手当に対し、令和３年度は満額を支給し

たためでございます。４節共済費の会計年度任用職員社会保険料５１万３,１７０円は収

納推進専門員分でございます。１１節役務費、預貯金照会手数料２３万３５６円は、滞

納者の預貯金調査を実施した際の各金融機関に支払う手数料でございまして、３,０５１

件の調査を行いました。収納推進課所管分の歳出の説明は以上でございます。続きまし

て、本日お渡しした資料を簡単に説明いたします。１ページから６ページまでは、先ほ

ど御説明させていただいた税目ごとの決算書でございます。不能欠損に関しまして、７

ページには一般税、８ページには国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

及び保育料における事由別集計表を添付いたしております。表の見方でございますが、

左から税目、事由区分、地方税法等の根拠条文ごとに不納欠損の金額及び件数を記載し

ております。事由区分は、１無財産から６その他までございまして、６その他は全て外

国人の帰国に伴うものでございます。一番右列及び一番下の行が各項目の合計でござい

ますが、７ページの一番右下に記載しております１２８件、３３１万９,３１９円が、一

般税における不納欠損の総額でございます。同様に８ページの国民健康保険税１７１件、

１,４６２万８,３５３円、介護保険料３２件、１５４万６,４００円、後期高齢者医療保



険料２件、１６万１,４００円、保育料３件、２３万５,１００円が、それぞれの不納欠

損額でございます。資料の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので質疑に入っていきたいと思います。税務課、収納推進課、入

り乱れておりますので、歳入歳出で分けての質疑といたします。まず１６、１７ページ

で質疑はありませんか。戻っても構いませんので、進めていきますけどいいですか。で

は１８、１９ページ、よろしいですか。戻っても構いません。次２６、２７ページ、質

疑はありませんか。ここは一番下段ですね。次に２８、２９ページの上段、督促手数料、

その下の地籍調査の分ですね。次４４、４５ページ、一番下段ですね、延滞金。ないよ

うでしたら４８、４９ページ、雑入の一番下、歳計外支出過誤振替金ということで、こ

れは収納推進課の分ですね。歳入全般で質疑はありませんか。では歳出に移りたいと思

います。７４、７５ページ、質疑はありませんか。これは７６、７７ページまで続きま

す、いいですかね。それでは１３４、１３５ページ、下段の方の農地費です。よろしい

でしょうか。今日いただいた資料も含め、歳入歳出いずれでも結構です。質疑はありま

せんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

１７ページの小さいことなんですが軽自動車税の不納欠損なんですけども、１７万５,

５００円。資料の７ページを見ますと、その理由が無財産と生活困窮の人たちだという

分析をされておられますけども、相当努力をされてこれだけに減って、やむを得なく不

納欠損で、５か年間ですか、１０年ですか、不納欠損は。されておると思うんですが、

その期間と協議の経過等があるというふうに思うんですね。３３件の１７万５,５００円

ですので、割り戻しますと５,０００円ちょっとぐらいだろうと思うんですね。まあ平均

にはいかんというふうに思いますけども。平均しますと５,０００円ぐらいと、１件です

ね。そういうことなんですけども、そういうことで説明を願います。 

○委員長（金子恵委員） 

小川課長。 

○収納推進課長（小川貴弘君） 

軽自動車税の不納欠損につきましては、なんで１７万円ほど、物があるのに、車があ

るのにというお考えもあろうかと思いますが、長い期間９９．７％以上の高い徴収率を

継続しておりまして、そのため滞納繰越額も年々減少をしているという状況になってお

ります。なぜ車検が必要なのにそういったのが納付もなく不納欠損になってしまうかと

申し上げますと、実際、その車が廃車をされたりということで、物が無くなってしまっ

ていることが１つと、実際車検が切れていて家にあるにもかかわらず廃車をされてない

方、こういった方につきましては、私たちも廃車をするように強く申し伝えているとこ



ろではあるんですが、また差し押さえ等でその方に収入があり、差し押さえができる分

については即日差し押さえと。これは現年度分に含めても、差し押さえを実際実施して

いるということでございます。今回不納欠損になっております１７万５,５００円につき

ましては、そういった説明したとおり、物が無かったり、差し押さえができない、本人

とも連絡をとれないというケースも含まれておりまして、その中で、もう致し方なく不

納欠損とさせていただいている状況でございます。今後、引き続きになるんですが、滞

納者の居所を調査するとともに、資産の調査、そういったところも含めまして、差し押

さえもしくは自主納付の訴えということを徹底してまいりたいと考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

無財産といいますと例えば軽自動車が無いということで、それは事情がいろいろあっ

て無いこともあるだろうというふうに思うんですが、もう１つの生活困窮の方というの

は、物はあるんじゃないかなと。事情がどうしても納付できないという理由だろうとい

うふうに解釈をするんですけどもね。それもやっぱり無財産とか今課長が説明したよう

な理由に当たるものがあるんですか、生活困窮の場合ですね。 

○委員長（金子恵委員） 

小川課長。 

○収納推進課長（小川貴弘君） 

生活困窮の１９件、８万１００円の不納欠損につきまして、資料の詳細なものをお持

ちしておりませんが、例えば生活困窮者の中で車検が切れた状態で持っていらっしゃる

方、それを生活困窮であれば給与等、預貯金等そういったのが、差し押さえが実際でき

ないということで、車検切れだから廃車をしていても過去の滞納分として残っているケ

ースっていうのがございまして、今回、１９件で８万１００円不納欠損させていただい

ている分は、そういったものも含まれているということで御理解をお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これで税務課、収納推進課の審査を終了いたします。所管の皆様お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより健康保険課の審査に入ります。提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 



○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

それでは健康保険課所管分につきまして、事項別明細書に基づき御説明を申し上げま

す。まず歳入でございます。２２、２３ページをお開きください。１２款１項１目３節

老人福祉費負担金、一番下、後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金は、長崎県後

期高齢者医療広域連合へ派遣している職員１名分に係る人件費でございます。２８、２

９ページをお開きください。１４款１項１目１節社会福祉費負担金、一番上、国民健康

保険基盤安定負担金は、国保財政の安定化に資するため２分の１相当額を国が負担する

ものでございます。同じく、２目１節保健衛生費負担金、下段、新型コロナウイルスワ

クチン接種対策費国庫負担金は、個別医療機関へ支払う接種費などワクチン接種に係る

直接的な経費に対する国庫負担金でございます。次のページの１４款２項２目３節老人

福祉費補助金の老人保健事業推進費等補助金（原爆分）のうち、当課所管分は６３６万

５,０００円で、後期高齢者の保険給付費に対する負担金のうち、被爆者に係る給付費の

一部を国庫補助金として受け入れるものでございます。３目１節保健衛生費補助金、一

番上、疾病予防対策事業費等補助金は、がん検診受診促進を図るための補助金や風しん

の抗体検査等に係る補助金でございます。３段目の新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業国庫補助金は、新型コロナワクチン接種を円滑に実施するための体制確保に

対する補助金で、コールセンターの設置費用やシステムの改修費用、クーポン券の印刷

費用等が対象になっております。次の段の健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化

整備事業国庫補助金は、健診結果のマイナンバー連携に係る補助金、一番下の段から次

のページにわたりますけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予防接

種記録システム改修事業補助金は、新型インフルエンザ予防接種記録とマイナンバーと

の連携に係る補助金でございます。同じページの１４款３項２目１節社会福祉費委託金

は、国民年金に係る事務費委託金でございます。次のページの１５款１項１目１節社会

福祉費負担金、一番上、国民健康保険基盤安定負担金は、国民健康保険税の軽減措置に

伴う減収のうち４分の３の相当額及び国保財政の安定化に資するための繰入基準額の４

分の１相当額でございます。その２段下、後期高齢者医療保険基盤安定負担金は、軽減

措置に伴う減収分のうち４分の３相当額を長崎県から受け入れるものでございます。次

のページの１５款２項３目１節保健衛生費補助金の健康増進事業費補助金は、健康相談、

健康教育等の健康増進事業に対する補助金でございます。４４、４５ページをお開きく

ださい。１８款１項２目１節後期高齢者医療特別会計繰入金は、令和３年度における一

般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出金のうち、決算により確定した繰出金との

差額分を繰り入れたものでございます。次のページの２０款４項１目１節後期高齢者医

療受託事業収入の上段、後期高齢者医療健康診査受託費は、後期高齢者医療広域連合か

ら委託を受け健康診査を実施したものです。その下、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施業務委託費は、後期高齢者の保健事業について市町の介護予防事業や国保の保

健事業と一体的に実施し、高齢者の多様な課題に対応しようとするもので、広域連合の



事業を受託して実施したものでございます。次のページの２０款５項１目１節雑入のう

ち、上から５番目、後期高齢者医療制度特別対策補助金のうち、健康保険課分は１８１

万９,８９５円でございまして、健康ポイント事業に対する補助金でございます。その９

段下、臨地実習受入謝金は学生実習を受け入れた際の謝金でございます。下から５番目

になりますけれども、新型コロナワクチン接種費は、集団接種において他自治体の住民

を接種した場合に国保連合会を通じて請求をしたものでございます。その下の会計年度

任用職員通勤手当返還金は通勤手当に誤支給がありましたので、その返還をいただいた

ものでございます。 

次に歳出につきまして、昨年度との変更点を中心に主なものを御説明いたします。９

４、９５ページをお開きください。３款１項３目国民年金事務取扱費は、全て健康保険

課所管でございます。年金係の人件費や事務経費など国民年金事務に係る経費でござい

まして、内容については例年と変わりございません。同じページから次のページにわた

りますけれども、３款１項５目国民健康保険費は、全て健康保険課分でございます。保

険係の人件費など国民健康保険に係る経費でございます。２７節の繰出金、長与町国民

健康保険特別会計繰出金は、国及び県から受け入れた保険基盤安定負担金と繰入基準に

より算出された一般会計が負担すべき金額を合算し、国民健康保険特別会計へ繰り出す

ものでございます。１１０、１１１ページをお開きください。３款３項３目後期高齢者

医療費は、全て健康保険課分でございます。後期高齢者医療に係る経費でございます。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業、健康診査の委託料、療養給付費の負担

金、特別会計繰出金で、内容につきましては前年と変わりはございません。同じページ

から次のページにまでわたりますけれども、４款１項１目保健衛生総務費は、健康増進

係の職員の人件費及び健康センターの管理費や保健対策関連の経費でございます。２節、

３節、４節の人件費には他課の分が含まれておりますけれども、それ以外は全て健康保

険課所管分でございます。健康ポイント事業やウォーキングイベントの費用も含まれて

おります。１２節委託料の下段、ウォーキングイベント運営委託料は、秋のウォーキン

グイベントの企画運営について業務委託を行ったものです。１８節負担金、補助及び交

付金の一番下、新型コロナウイルス感染症患者転院促進費負担金は、コロナから回復し

たあと引き続き入院が必要な患者を受け入れた場合に、転院を受け入れた医療機関に対

し患者１人当たり２５万円を支給するものでございます。同じページから次のページに

わたりますけれども、４款１項２目感染症予防費は、予防接種、結核検診等に関連する

支出でございます。新型コロナウイルスのワクチン接種関連の費用もこちらに含まれて

おります。健康保険課所管分を申し上げます。１節報酬、一般事務補助パート報酬のう

ち１２９万９,１６４円。看護師パート報酬は全て。３節、会計年度任用職員期末手当と

７節の全て。８節、会計年度任用職員通勤手当のうち１５万３３０円。１０節、消耗品

費のうち２５３万９,５７１円。燃料費の全て、印刷製本費のうち４１万５,２５０円、

医薬材料費とコピー代の全て。それと１１節役務費は全て。１２節委託料のうち、一番



上、予防接種委託料のうちの１億５,８３９万９,３２６円、３段目の健康管理システム

改修委託料のうち３２６万６,７８０円、それ以外の委託料は全て。１３節、１７節、２

２節も全て健康保険課所管でございます。新型コロナのワクチン接種が始まっておりま

すので、昨年度よりも大幅に支出額が増加している状況になっております。１１８、１

１９ページをお開きください。４款１項４目健康増進費は、全て健康保険課所管でござ

います。主に健診に関連する支出でございます。１２節委託料の下の段、健康管理シス

テム改修委託料は、健診結果のマイナンバー連携に係る委託料でございます。それ以外

は昨年度とほぼ同様の支出となっております。 

続いて、主要な施策の成果に関する報告書における健康保険課分は４９ページから５

３ページまででございます。４９ページ、国民健康保険特別会計繰出金は、国の基準に

基づき一般会計から国保特別会計へ繰り出した経費でございます。５０ページ、高齢者

の保健事業と介護予防の一体的実施業務は、後期高齢者の保健事業について市町の介護

予防事業や国保の保健事業と一体的に実施し、高齢者の多様な課題に対応する事業でご

ざいます。５１ページの健康ポイント事業は、健康づくり活動にポイントを付与し、貯

まったポイントを地域商品券等と交換していただける、楽しみながら健康づくりに取り

組んでいける事業でございます。５２ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業（予

防接種）は、ワクチン接種に直接要する費用で、集団接種の運営費や個別医療機関への

接種費でございます。５３ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業（予防接種体制

確保）は、ワクチン接種に必要な体制を確保する費用で、接種券の作成やコールセンタ

ーの費用、事務費等でございます。以上が、健康保険課所管分の主な内容でございます。

また、本日、本町における新型コロナウイルス陽性者数の推移の状況の資料を提出して

おります。９月９日までというふうになっております。９月１０日以降は全数把握の見

直しになっておりますので、発生届を限定しております。そのため、市町別の発生数は

把握をしておりません。以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりました。休憩を挟んで午後から質疑に入りたいと思います。 

場内の時計で１３時１５分まで休憩します。 

（休憩 １２時００分～１３時１３分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより健康保険課の質疑に入っていきたいと思います。まず歳入、２２、２３ペー

ジ、下段の方ですね、ここから質疑を始めます。質疑はありませんか。２２、２３ペー

ジの１２款１項１目です。では戻っても構いませんので進めてまいります。２８、２９

ページ、中段と下段のところですね、よろしいですか。では次、３０、３１ページ、こ

こは下の方ですね。老人保健事業推進費等補助金（原爆分）、この辺りになります。３



４、３５ページ、これは負担金ですね、上段の。次３６、３７ページ、上から４つ目健

康増進事業費補助金が健康保険課の所管です。いいですか、進めます。４４、４５ペー

ジ、これは上段分ですね。では次、４６、４７ページ、真ん中辺りです。後期高齢者医

療受託事業収入、この辺りです。よろしいでしょうか。では４８、４９ページ、雑入。

こちらで質疑はありませんか。歳入全般で質疑はありませんか。ではあとで全体的にお

聞きしますので、歳出の方に移りたいと思います。９４、９５ページ、国民年金事務取

扱費と下段の国民健康保険費、この辺りです、いいですか。９６、９７ページ、上段の

分です。よろしいでしょうか。それでは１１０、１１１ページ、質疑はありませんか。

次のページの１１２、１１３ページ、１目の続きです。いいですか。それでは１１４、

１１５ページ。質疑はありませんか。では進めます。１１８、１１９ページ、健康増進

費が健康保険課の所管になっています。よろしいですか。それと主要な施策の成果に関

する報告書の説明もありました。併せて、歳入歳出全般で質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

健康ポイント事業のところでお伺いしたいことがありまして、事業の実績の表があり

ますが、ここの中で男女の比率が大体例年４：６ぐらいの感じで女性の方が少し多いで

すよね。１つはそれがどういった理由なのかというものの分析があるのか。それと、で

きれば平均寿命、今日テレビでもあっていましたけども女性の方が圧倒的に長生きされ

てるようで、ですから、そういう意味では男性の比率を高めるようなことも必要かなと

思うんですが、その辺りの何か考えがあるのかどうか、この点はいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

健康ポイント事業の男性女性の参加比率なんですけれども、確かに男性の方が若干少

なめではあるんですけども、ほかの今までやいろいろ行ってきた健康教育とか健康教室

とか、いろんな公民館関係の講座なども多分比率でいえば男性１割、２割いればいい方

かなっていうような事業の中で、このポイント事業はかなり男性の方も、あと年代も幅

広く参加できるということで、割と男性も来られている方かなというような認識でおり

ました。委員がおっしゃられるように確かにまだ女性の方が、参加が多いということで、

男性も参加しやすいような取り組みが必要かと思います。参加するときに、お友達同士

で参加したら加算ポイントが付くなどそういうのもしておりまして、やっぱりそういう

のももちろん女性もお友達同士参加しやすいなどもあるのかなと思いますので、男性も

参加しやすいような取り組みも必要だと感じましたので検討させていただきます。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 



うちの近所辺りの人付き合いを見ておりましても、やっぱり女性同士ってのは、よく

井戸端会議的な形で一緒に行こうよというような誘い合いというのは比較的よくされる。

で、男性はやっぱりどうしてもこの年齢層ですと職場中心の生き方をされてきたという

のもあって、なかなかその辺りでの風習の違いがあるのかなというふうに思います。是

非、男性の参加を推進していただければと思います。それから、健康になっていただこ

うということでの取り組みだと思うんですが、比較的参加もされているなというふうに

は思うんですが、例えばこの事業をしたことによって介護度とか要支援度が良くなって

いっているなとか、その辺りの介護との、他の所管かもしれませんけどそことの比較と

か、こういった事業をやっているから長与は介護度もこうなんだよというような何か分

析等あれば、教えていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

事業の成果として、介護度の比較などは取り組んでおりません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

４７ページのほぼ真ん中の後期高齢者関係なんですが、備考欄の下の方ですね。高齢

者の保健事業と介護予防の一体的実施業務委託費、これは連合会からの受託事業ですと

こういう説明を課長はいたしましたけども、金額的に約７４０万円の受託料が入ってお

るわけですよね、収入でですね。一方、どこにその分が出ておるのかなあと思って主要

な施策の成果に関する報告書を見ると、５０ページの一番上に同じようなテーマで高齢

者云々というのがありますが、これは９５万円しか出てないわけですね。だから事業と

しては、この健康ポイント事業は違うのかな、合わせて七百幾らになるんですけどもね。

これちょっと違うのかなと思ったりいろいろしとるんですが、受託事業の歳出面を、ど

こで、どういう内容で出ておるのかをお聞きをしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

歳入の４６、４７ページですね。広域連合から受託をしておりますこの事業ですけれ

ども、収入としては７３９万円ほどあるんですけれども、主要な施策の成果に関する報

告書の方には決算額が９５万円ということで、その欄外に人件費で６４４万３,０００円

ということで記載をしておりますので、健康保険課所管としては、決算は９５万円、残

りの６４４万３,０００円については人件費分ということで御理解いただければと思っ

ております。 



○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

その９５万円しか出てないわけですよね、まずこれが９５万円。そして事業実績はこ

こに書いていますので、そのまま理解をすればいいわけですが、９５万円の事業で、歳

入の方も業務を委託するわけですので、いろんな業務に費用を充てるというのが委託の

本性だろうというふうに思うんですよね。それを人件費に充てましたというのはちょっ

と筋が違うんじゃないかなとも思うんですが。いや、支出はそういうことを認められて

いるんですよということであれば、何ら問題ないんじゃないかなと思うんですが、本来

業務からは、業務を委託するわけですからね。職員はそこにおって、それで連合会から

逆に受けて、こういう事業をやってくださいよと、それなら受託費として七百何十万円

やりますよと。ところが一般の人件費をそれで賄っていいですよなんて、ちょっと筋が

違うんじゃないかなという感じをするんですけども、その点は認められておるかどうか、

説明をお願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

主要な施策の成果に関する報告書の方に人件費に充当していますということで、事業

の企画運営担当職員の人件費となっております。こちらが、こういう事業をやりますと

か、そういうのを実際企画する職員については、この職員の人件費に充てていいという

ことになっておりますので、この分を経費として上げております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

この事業実績の下に５、６項目、黒のあれでしてあるんですが、これの具体的な例え

ばプログラムとか、そういう物はないんですかね。これでは中身は全く分からないんで

すけども、もしよかったら御提示いただければと思うんですけど。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

一体的事業で実際に行っている事業としまして、この主要な施策の成果に関する報告

書に書いてあるようなものを行っております。ハイリスクアプローチということで、将

来的に要介護になる恐れのある方たちを把握して、その方たちに個別に訪問して指導し

ていくっていうような事業をしておりまして、その中でも特に項目として低栄養及び口

腔機能の低下が見られる者。それから健康状態が未把握の方、医療に全くかかってなく

て健診も受けられてない方。それからあと健診などで糖尿病性腎症の重症化予防事業の



対象に該当される方などを個別に把握をして個別指導と評価を行っております。これら

を把握して、そのあと管理栄養士とか歯科衛生士、それから保健師、看護師などが個別

に訪問し、指導をしております。そのほかにポピュレーションアプローチとしまして、

地域の高齢者の集まりの場、地区老人クラブや高齢者のサロンなどに健康教育に出向い

て行きまして、そこで健康教育及び健康チェックということで、要介護状態にならない

ための講話であるとか、実際の握力を測ったりとかフレイルチェックなど質問票などを

行って、皆さんへの診断をするとともに、その中でも虚弱な方がいないかなどを把握し

て、また個別支援に繋げるような事業をしております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

私も同じところで、この事業の実績を見て、できればこれ主要な施策の成果に関する

報告書なので、成果の部分を書いていただきたいなと思っておりまして、全部が全部は

無理だとしても幾つか抽出して、例えば口腔機能が低下している方のうち何人かはその

指導によって改善が見られたとか、その辺りあればそういうのはやっぱり議会としては

見たいなあというふうに思うんですが、何点かあればで教えていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

木澤課長補佐。 

○課長補佐（木澤奈津代君） 

実績などまとめたものを資料で後ほどお出しするようにさせてもらっていいでしょう

か。はい、ではお渡しいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

お願いします。ほかに質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

歳出の１１９ページ、健康診査委託料は健康保険課になりますよね。これは医師会に

委託されていると思うんですけれども、今血圧とか体重とか身長とか、そういう簡単な

測定は自動化が進んでいると思うんですけれども、そういった面でそういう自動化を進

めていくと、この委託料が減っていくんじゃないかなと思うんですよ。現状はどういう

ふうになっているか、そこのところを教えていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

その自動化ですね、身長であったり、血圧であったり、多分御自分で測れば先生の負

担が減るということだと思います。現状としては、自動でやっている所は無いと把握を



しております。ただそれによって委託料が減るのか、増えることはないと思うんですけ

ど、減るのかっていうところは今後研究をしていきたいなと思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

私も病院とか行きますと、血圧は自分で測って出しているっていうか、そういう所が

多いもんですから。だから、できればそういった自動化ができるところはもうどんどん

やられて、できるだけこの委託料を減らしていくっていうのが本筋じゃなかろうかと思

います。したがって、まだ血圧まで看護師がついて測っているっていうことであれば人

工がかかるわけですね、看護師の人工費用が。だから、そういったところはもうちょっ

と自動化を図っていかれたらどうかなと思って質問したところですよ。だからそういう

意味では、そういう検討をしていただきたいなと思います。これは要望ですから、最後

の方はですね。さっき回答があったように検討しますということでしたから、よろしく

お願いします。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

今のページなんですけども、健康増進費の補正が３０３万円補正をされてあるんです

ね。ところが一番右にありますように不用額が２８０万円あるんですね。これは予算の

組み方の問題で、実態の把握をあまりよくせずに補正をかけたのじゃないかという、そ

ういう疑問が出てくるわけです。ところが中身を見ますと、通信運搬費が１００万円あ

るわけですね、一番大きいのは。この辺りに誤りというか見込み違いとか、そういうも

のがあったんじゃないかと。実績で２８１万１,０００円不用額が出ておるわけですので

ね。約２０～３０万円で補正は足りたわけなんですね。その辺りはやっぱり慎重に、補

正で３００万円を組んで決算で２８０万円残すなんて、普通の予算の在り方としては考

えられないわけです。そういうことで、どういう事情でそうなったのか。お願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

令和３年１２月の議会で３０３万円補正をしております。この３０３万円につきまし

ては、健康管理システムの改修委託料に充てるということで３０３万円補正をしており

ます。で、実際に入札減によって２８７万７,６００円でありましたので、この分につい

ては３０３万円で２８０万円ということで適正なのかなという考えでおるんですけれど

も、目全体で見ると２８０万円不用額が出ているということもございますので、確かに

通信運搬費が１００万円以上不用が出ているということもございますので、今後は補正



を上げる際には、この辺も考えて慎重に上げたいというふうに思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

委託料で組んだということで、それはよく分かりました。そこは全体的に課長も言い

ますように、通信運搬費が見込み違いで残ったということでありますので理由は分かり

ますけども、もっとよく精査をして、全体的な面から補正をかける場合はそうして、あ

まり不用額が出ないように、それだけお金を拘束してほかに活用ができないと。そうい

うことで積み上げると何億円になるわけですよ、不用額はね。そうすると、本当にやっ

ていきたいという希望が各課にありながら、そのお金を活用できないことに繋がります

ので、その点お互い各課とも慎重に予算はしていただきたいと思います。何か意見があ

れば。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

貴重な御意見ありがとうございます。今後はやはり不用額の方も見ながら、慎重に補

正は上げたいと思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

主要な施策の成果に関する報告書の健康ポイント事業なんですけども、自分も１期目

のときは参加していまして、健康づくりのきっかけみたいな形で効果があるということ

でやっていたけど、止めたあとが継続してできているかどうかっていうところが、効果

としてあるのかなと思うんで、そこを調査したらいかがかなっていうのと、あと、それ

も含めて卒業した人ももう１回参加できないのかなっていうのをお聞かせいただきたい

というのと、あとこれ年々参加している方が減ってきているので、もうこれ以上増える

ことはないのかなと思うんでですね。この健康ポイント事業自体、いつまでとかいう計

画があるのか、あればお教えください。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

この健康ポイント事業ですね、元々開始したときに健康にあまり関心がない層を掘り

起こすっていうのを目的にやっておる関係で、最初に参加された方とかは健康に関心が

ある程度ある方ということもありまして、３年で卒業という制度を設けております。そ

ういうことから、卒業された方がもう１回復活するっていうことは今のところは考えて



はないと。ただ、確かに３年後実際継続して健康づくりをやられているかっていうとこ

ろは把握ができてないっていうこともありますので、卒業生に対するそういう計測の機

会は設けているんですけれども、なかなかそこに計測に来られる方も限られているとい

うこともありますので、卒業生に対する調査は、今後どうしていくかっていうことは検

討していきたいと思っています。このポイント事業自体は３年で卒業という制度がある

のも関係して、やはり先はだんだん参加者が減っていくっていうのはもう見えておりま

す。いつまで続けるっていうのは現時点では決めてないんですけれども、このポイント

事業自体は、県の方で今度健康アプリも導入をされるという経緯もございまして、そち

らの方に乗っていくのか、それともまだ町独自のポイント事業を続けていくのか、その

辺については内部でも検討しておりますので、今後、県の状況を見ながらいつまでやる

か、それともまた新しいポイント事業になるのか、その辺は検討をしていきたいと思っ

ております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

主要な施策の成果に関する報告書の方ですが、新型コロナワクチンの予防接種を受け

た５歳から１１歳までの割合なんですが、２,８３２人に対して１回目が３４８回という

のは３４８人ということですかね。それで１２.３％、２回目がもうすぐ始まるんですか

ね。それで、この接種した人たちの中で、実際に感染率とか重症化の子どもたちがいた

のかとか、そこら辺のところお分かりになりますでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

主要な施策の成果に関する報告書に記載をしておりますのが３月までの実績になって

おります。年度で切っておりますので今年の３月までの実績になっております。現状で

申しますと、９月７日時点で４８５名が接種をしておりまして、１７％ほどの方が接種

をしております。重症化とか、そういうところは町の方では、どなたが感染したってい

うのを把握しておりませんので、その辺はどのくらいかかったのか、重症化したのかっ

ていうところは、把握はできておりません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これで健康保険課の質疑を終わります。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 



○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより介護保険課の審査に移りたいと思います。提案理由の説明を求めます。 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

皆さんこんにちは。それでは議案第４９号令和３年度長与町一般会計歳入歳出決算の

介護保険課所管分につきまして、事項別明細書により御説明をさせていただきます。 

事項別明細書の２８、２９ページをお開き願います。まず歳入でございます。１４款

１項１目１節社会福祉費負担金のうち、上から５番目と６番目の低所得者保険料軽減負

担金及びその過年度精算分が介護保険課でございます。こちらは、介護保険料の第１段

階から第３段階までの軽減額に対する２分の１の国庫補助で、現年度分の受け入れ及び

前年度分精算による追加交付分でございます。続きまして３４、３５ページをお開き願

います。１５款１項１目１節社会福祉費負担金の下から２番目と１番目、低所得者保険

料軽減負担金及びその過年度精算分が介護保険課でございます。先ほどの国費同様、保

険料軽減の県負担分で、負担割合は４分の１となっております。 

続きまして歳出でございます。１０８、１０９ページをお開き願います。３款３項２

目介護保険費は、全て介護保険課でございます。１節報酬から８節旅費までは職員及び

会計年度任用職員の人件費でございます。２７節繰出金は、国が示した基準内での繰出

金としまして介護保険給付費や地域支援事業費の制度負担分、低所得者保険料軽減分、

事務費繰出金に係るもので、前年度比２０４万５,３２２円、０.５％の増となっており

ます。介護給付費及び低所得者保険料軽減負担金の増加が増加の主な要因でございます。 

続きまして主要な施策の成果に関する報告書につきまして御説明させていただきます。

介護保険課分は５４ページを御覧ください。先ほど歳出のところで説明いたしました介

護保険特別会計への繰出金を掲載いたしております。こちらは、介護保険事業の運営に

係る町の持ち出し分でございますが、決算額の内訳と町の負担割合を一番下の事業の実

績に記載しております。なお低所得者保険料軽減負担金につきましては、国及び県支出

金を含めたところで特別会計へ繰り出しを行っております。以上が令和３年度決算の介

護保険課に関する内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりました。質疑に入ります。まず、歳入の方から入りたいと思います。量

的には多くないので歳入全般で質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。２８、

２９、３４、３５ページの低所得者分ですね。歳入の方、質疑がありませんでしたら戻

っても構いませんので、歳出の方に移りたいと思います。１０８、１０９ページ、介護

保険費、こちらが所管になっていますが、質疑はありませんか。主要の施策の成果に関

する報告書含めてないですか。 

それでは質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



これで介護保険課の審査を終了いたします。所管の皆様お疲れさまでした。 

本日の予定は以上です。これで、総務厚生常任委員会を本日は閉会いたします。お疲

れさまでした。 

（閉会 １３時５６分） 


